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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、当社サービスの利用者を含めた全てのステークホルダーの利益を重視し、長期的、継続的に企業価値を最大化させるために、
コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題であると認識しております。当該認識のもと、当社の取締役、監査等委員、従業員は、それぞれ
の役割を理解し、法令、社会規範、倫理などについて継続的に意識の向上を図るとともに、企業規模の拡大に合わせて、適正な経営組織体制を
整備運用してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２④】

当社では、2021年12月の定時株主総会より、議決権の電子行使（株主名簿管理人の電子投票システム）を導入しております。外国人株主（特定
の大株主を除く）構成比率が2.03％（2025年9月末）と相対的に低い状況であることを踏まえ、議決権電子行使プラットフォームの活用や当社の招
集通知の英文開示および英語での情報開示は行っておりませんが、今後、機関投資家及び海外投資家の比率が20％を超えた場合に検討をおこ
ないます。

【原則１－３】

当社では、配当政策については株主に対する利益還元と同時に、財務基盤を強固にするとともに競争力を確保し、積極的に事業拡大を図っていく
ことが重要な経営課題であると認識しており、毎期の業績に応じて適切な利益還元を行っていくことを基本方針としております。

資本政策につきましては、基本方針や具体的な指標について、現在決定しているものはありませんが、決定次第開示いたします。

【補充原則２－４①】

当社は、中途採用のみで人材の採用を行っており、候補者の性別、国籍等の属性を問わず、必要なスキルを有する人材の採用をおこなっており
ます。また管理職においても、ジェンダー、国籍、採用経緯によらず有能な人材を登用するようにしておりますので、特に属性毎の目標を設定して
おりません。

現在、当社グループの役職員に占める女性比率は30.2％となっており、女性がライフスタイルに合わせた柔軟な働き方ができるように、多様な勤
務形態、リモートワークの導入などを導入し、ワークライフバランスの向上を図っております。

また、人材戦略が今後の持続的な企業成長にとって重要であるとの認識のもと、多様性の確保に留意しつつ、人材の育成や社内環境整備に引き
続き努めてまいります。

【原則３－１】

（1）当社グループは、ゲームというエンターテインメントを通じて、ユーザーをはじめとして、従業員、株主の皆様、お取引先など、当社を取り巻く
人々の「笑顔」につながる新しい価値を創造・提供していくことを目指しております。なお、当社は、現時点において、当社を取り巻く事業環境が大
きく変化している現状に鑑み、経営戦略や経営計画を公表しておりません。

（2）当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書の「１．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び
資本構成、企業属性その他の基本情報」に記載のとおりです。

（3）当社の取締役の報酬は、「取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針」（2022年12月22日付取締役会決議）に基づき、固定報酬としての基
本報酬のみで構成されております。報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、各取締役の役位・職責・能力・貢献度及び連結業績等
を総合的に勘案して決定しております。手続については、代表取締役及び社外取締役2名で構成する任意の指名・報酬委員会において個別報酬
案を作成し、その答申をもとに取締役会において決定しております。

（4）取締役（監査等委員を含む）候補者の選解任については、当社役員として相応しい見識・能力・人格を有する候補者を指名することとし、指名
にあたっては指名・報酬委員会による助言・提言を踏まえ、取締役会にて決定しております。

（5）全ての取締役（監査等委員を含む）候補の推薦理由を株主総会の招集通知にて都度開示しております。

【補充原則３－１②】

当社の実質的な外国人株主（法人株主を含む）比率は、過去に資本提携先であった先（1社）を除くと2.03%程度にしか過ぎない状況であることを踏
まえ、招集通知の英文開示および英語での情報開示は行っておりません。今後、外国人株主比率が20％以上となった段階で英文での情報開示
を進めてまいります。

【補充原則３－１③】

当社は、経営の基本方針のもと、事業活動を通じて社会課題の解決に貢献するとともに、環境・人的資本・ガバナンスなど持続可能な価値創造の
取り組みを進めてまいります。当社のサステナビリティに関する重要な項目は、以下のとおりです。

①環境負荷低減による持続的な社会の実現、

②次世代を中心とした人材育成による持続的な企業成長の推進、

③多様で持続可能なワーク・ライフスタイルの追求、

サステナビリティに関する指標及び目標は、現時点では設定しておりませんが、今後の課題としてに社内で議論を進めてまいります。

【補充原則４－１②】

当社は、当社を取り巻く事業環境が大きく変化しており、各期の計画と実績に乖離が生じる可能性が高いため、策定している中期経営計画及び年
度計画の開示はおこなっておりません。



年度計画については、毎月の取締役会での予実分析を踏まえて、都度適切な修正をおこなっております。これをもとに、今後計画の精度を上げた
上で、中期経営計画及び年度計画の開示について検討してまいります。

【補充原則４－１③】

当社では、現時点では最高責任者である代表取締役社長の後継者の選任及び育成計画について定めておりませんが、今後候補者の実績、能
力、人柄等から総合的に判断し、選定することとしております。

【補充原則４－２①】

当社の取締役の報酬については、任意の機関である指名報酬委員会が、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮しつつ検討のうえ
取締役会に諮問し、取締役会にて十分に議論の上決定しております。現状は「役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」に基づき担当業
務の職責等を勘案した現金報酬のみとしておりますが、今後長期的な業績と連動する報酬としての株式報酬について引き続き議論し、再導入に
ついて検討してまいります。

【補充原則４－１０①】

当社は、本報告書提出時点において、独立社外取締役は３名おりますが、取締役会の構成メンバーの過半数には達しておりません。経営幹部・
取締役の指名・報酬などの決定に係る取締役会の機能の独立性・客観性を確保するため、過半数を社外取締役により構成される任意の指名・報
酬委員会を設置し、その諮問結果をもとに取締役会にて十分に審議することとしております。

【補充原則４－１１①】

当社の取締役会は、取締役３名（うち社外０名）、監査等委員である取締役3名（うち社外３名）で構成されております。

当社は、オンラインゲームの企画開発運営を主な事業領域とすることから、ゲーム業界やエンターテインメント業界を熟知したマネジメント経験の
ある人財に加えて、異業種にてマネジメント経験のある人財や法務・財務・会計に精通した人財を社外より登用することで、取締役会全体として独
立性を確保しつつも多様性を確保するよう努めております。

なお、スキルマトリックスなどの各取締役の有するスキル等の開示については、今後、必要に応じて検討してまいります。

【補充原則４－１２①】

当社は、取締役会の実効性を確保するために、必要な情報の円滑な提供が確保されるように努めていますが、取締役会の実効性分析・評価を実
施した結果、取締役会資料の配布、社外取締役への適時・適切な情報提供に関して改善すべき点がありますので、社外取締役の意見を踏まえ
て、引き続き改善してまいります。

【原則５－２】【補充原則５－２①】

　当社は、現時点において、当社を取り巻く事業環境が大きく変化している現状に鑑み、経営戦略や経営計画、資本政策の基本的な方針等を公
表しておりません。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】

(1)政策保有に関する方針

当社は対象企業との長期的・安定的な関係の構築・強化が当社の中長期的な企業価値向上に寄与すると判断される場合に限り、当該株式の保
有について検討いたします。

(2)政策保有株式に係る検証の内容

政策保有株式を保有している場合、取締役会にて中長期的な観点から保有目的及び合理性を確認の上、個別銘柄毎に保有の適否を検証するも
のとします。なお、保有意義の希薄化が認められた場合には、当該保有株式の縮減を検討いたします。

(3)政策保有株式に係る議決権行使基準

政策保有株式の議決権行使については、議案毎に、対象先及び当社の中長期的な経済的利益に資するかを考慮して行います。

【原則１－７】

当社は、取締役会規則において、取締役の競業取引および利益相反取引については、取締役会の決議を要することとしております。また、当社
は、「関連当事者の開示に関する会計基準」及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」に基づき、当社の財政状態や経営成績に影
響を及ぼす可能性のある関連当事者を１年に１回調査・特定し、当該関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対象となる
取引がある場合は開示を行っております。

【原則２－６】

当社は、基金型・規約型の確定給付企業年金および厚生年金基金、確定拠出年金（401K）のいずれも運用しておりません。

【補充原則４－１①】

当社の取締役会は、法令及び定款に定める範囲のほか、取締役会において決議すべき事項を取締役会規則にて定めております。また、当社は、
職務権限規程において、当社の業務執行に関する各職位者の責任と権限を定めております。

【原則４－９】

当社は、会社法に定める社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準に従い、当社との人的関係、資本関
係、取引関係、その他利害関係を勘案し、独立性の有無を判断しております。

【補充原則４－１１②】

当社は、取締役の兼任状況について、取締役の職務に支障がないことを確認のうえ、取締役の他社での兼務状況を、株主総会招集通知、有価証
券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書で開示しております。

【補充原則４－１１③】

当社では、取締役及び監査役に対し、質問票によるアンケートを実施し2024年9月期の取締役会の実効性について評価分析を実施いたしました。

これらの評価・分析の概要は以下のとおりであります。

（1）取締役・監査役自身の職務執行は、概ね適切である。

（2）取締役会全体の実効性は概ね確保されている。

（3）取締役会の運営状況、審議は十分に行われている。



（4）取締役会の構成における多様性、取締役・監査等委員への積極的な情報提供や事前の資料配布による審議内容の充実化、取締役・監査等
委員の知識習得等への支援充実（制度化を含む）については、検討する必要がある。

上記の評価結果を踏まえ、当社の取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていると考えております。

一方で、女性役員の登用に代表される取締役会の多様性や取締役会の運営など更に改善の余地があるとの意見があり、引き続き改善に努める
ことにより、取締役会の実効性の向上を図ってまいります。

【補充原則４－１４②】

当社は、取締役に対し、就任及び在任中において、当社の事業・財務・組織等に関する必要な知識の習得、取締役に求められる役割と責務を十
分に理解する機会の提供・斡旋・費用支援おこなうことになっております。

【原則５－１】

当社は、株主との建設的な対話を促進するため、以下の体制整備・取り組みを行っております。

(1) IR担当部署の設置検討

(2) IR担当部署による投資家との1on1ミーティング等の実施

(3) 定時株主総会における個人株主との対話の実施

(4) IR資料のホームページ掲載

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

G Future Fund１号投資事業有限責任組合 21,686,000 36.52

石井　武 1,810,700 3.05

楽天証券株式会社 1,547,100 2.61

NHNテコラス株式会社 1,111,100 1.87

佐藤　敬 1,110,700 1.87

GMOクリック証券株式会社 843,100 1.42

野村證券株式会社 758,297 1.28

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE 516,028 0.87

XPEC Entertainment Inc. 510,698 0.86

原　征弘 505,000 0.85

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

上記「大株主の状況」は、2025年９月30日現在の株主名簿に基づいて記載しております。

上記の「大株主の状況」の「割合」は発行済株式数（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合を記載しております。

当社は、自己株式9,227株を所有しています。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 9 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満



直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 13 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

入江　秀明 他の会社の出身者

仙石　実 公認会計士

遠藤　元一 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

入江　秀明 ○ ○ ―――

　株式会社セガグループや株式会社バンダイ
ナムコホールディングスの海外子会社の代表と
して経営に携わるなど、ゲーム業界及び経営
者としての豊富な経験と幅広い見識を有してお
ります。

　今後の当社の事業展開についてグローバル
な視点から、業務執行の監督機能強化への貢
献・助言が期待されるため、同氏を監査等委員
である社外取締役として選任しております。

　当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、
独立性が十分に確保されていると認識してお
り、一般株主と利益相反のおそれがないことか
ら独立役員として届け出ております。

仙石　実 ○ ○ ―――

　公認会計士として税務・会計業務に関する専
門的な知識と豊富な経験を有しており、また、
自ら企業経営をおこなうほか、上場会社・非上
場会社において監査役・監査等委員としての豊
富な経験を有しております。

　今後、これらの知識・経験・能力等を当社の
監査体制に活かしていただくとともに、業務執
行の監督機能強化への貢献および幅広い視点
からの助言が期待されるため、同氏を監査等
委員である社外取締役として選任しておりま
す。

　当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、
独立性が十分に確保されていると認識してお
り、一般株主と利益相反のおそれがないことか
ら独立役員として届け出ております。

遠藤　元一 ○ ○ ―――

　弁護士として長年培われた豊富な法律知識・
経験等を有しており、会社の経営への関与は
社外役員としての経験に限られるものの、上場
会社・非上場会社において監査役・監査等委
員としての監査経験を有しております。

　今後、これらの知識・経験・能力等を当社の
監査体制に活かしていただくとともに、業務執
行の監督機能強化への貢献および幅広い視点
からの助言が期待されるため、同氏を監査等
委員である社外取締役として選任しておりま
す。

　当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、
独立性が十分に確保されていると認識してお
り、一般株主と利益相反のおそれがないことか
ら独立役員として届け出ております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 3 0 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

　監査等委員会は、取締役会に対して、監査等委員会の業務補助を行う使用人を置くことを要求することができるものとし、その人事については、
取締役と監査等委員が協議し合意のうえ決定することとしております。



　また、監査等委員会は、当該使用人に対して、監査等業務に必要な指示をすることができるものとし、当該指示に関する限りにおいては、当該使
用人は、取締役（監査等委員である取締役を除く）の指揮命令を受けないものとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員は、内部監査部門と緊密な連係を保つとともに、必要に応じて内部監査部門に調査を求めることとし、会計監査人と定期的に会合を
持って意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めることとしております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社内取
締役

補足説明

　指名・報酬委員会（任意、同一の委員会）は、代表取締役と社外取締役２名で構成され、取締役の指名及び報酬について検討をおこない、その
答申をもとに取締役会が決定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

　独立役員の資格を満たす者を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

　当社の業績推移を勘案し、当面は基本報酬（固定報酬）のみとすることを「役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」にて定めております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明



―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。有価証券報告書及び事業報告において、取締役に
支払った取締役としての報酬の総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、2022年12月22日開催の取締役会において、役員の個人別の報酬等の内容に掛かる決定方針を決議しております。

当社の役員報酬に関する株主総会の決議年月日は2022年12月22日であり、決議の内容は取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限
度額を年額100百万円以内（うち社外取締役分50百万円以内）、監査等委員である取締役の報酬限度額を50百万円以内と決議しております。

　なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと致します。これらの決議
に基づく報酬等の支給の対象となる取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は３名であり、監査等委員である取締役の員数は３名であ
ります。

①基本方針

　当社の取締役の報酬は、指名・報酬委員会による答申に従い、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、また当社業績にも鑑
み、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。

②基本報酬（金銭報酬）の決定に関する方針

（イ）取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬

　・基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、能力、貢献度、在任年数等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しなが
ら、総合的に勘案して決定する。

　・業務執行取締役の報酬については、当社業績推移を勘案し、当面は基本報酬のみで構成する。

　・社外取締役の報酬については、監督機能強化の観点から、基本報酬のみで構成する。

（ロ）取締役（監査等委員）報酬

　・基本報酬は、月例の固定報酬とし、常勤、非常勤の別及び業務分担の状況等を総合的に勘案して決定する。

　・取締役の職の執行を監査する立場を考慮し、固定報酬（基本報酬）のみで構成する。

③業績連動報酬及び非金銭報酬等に関する方針

　・業績連動報酬及び非金銭報酬等は支給しない

④報酬等の付与時期や条件に関する方針

　・取締役の個人別の報酬等は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において12月の取締役会までに審議し決定する。

　・また、報酬の支給開始は、１月からとする。

⑤報酬等の決定の委任に関する方針

　・役員報酬等の決定は、決定プロセスの透明性、公正性を確保するため、代表取締役と社外取締役２名で構成される指名・報酬委員会において
役員報酬の方針・制度・個人別の報酬内容について審議の上答申を行い、委員会の答申を踏まえて取締役会で審議の上決定する。

　なお、業務執行取締役のうち使用人兼務役員の従業員給与に関しても、当該審議等を経て決定する。

【社外取締役のサポート体制】

　社外取締役をサポートする専従スタッフは配置しておりませんが、経営企画室が窓口となり、取締役会の開催前に決議・報告事項について事前

に内容を説明しております。また監査等委員会開催時において、必要に応じて経営企画室が資料の提供や情報収集をおこなっております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

【取締役及び取締役会】

　当社は取締役会設置会社であり、取締役（監査等委員である取締役を除く）３名、監査等委員である取締役３名（全員が独立社外取締役）の６名
で構成されております。取締役会は原則として、毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法定事項の決議、経営に関
する重要事項の決定及び業務執行の監督、その他法令で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。

【監査等委員及び監査等委員会】

　当社は、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は、独立社外取締役３名で構成されており、原則として、毎月１回の監査等委員



会を開催し、当社の経営に対する監視並びに取締役の業務執行の適法性について監査を行うとともに、取締役会に出席し、取締役の職務執行に
対して厳正な監視を行っております。また、会計監査人及び内部監査担当部署とも緊密な連携を保つために、定期的な情報・意見交換を実施し、
監査の有効性及び効率性を高めております。

【経営会議】

　当社では、代表取締役の諮問機関として経営会議を設置しております。経営会議は、原則毎週開催し、必要に応じて臨時経営会議を開催してお
ります。各部門から業務執行状況と事業実績が報告され、予実分析と計画策定について討議が行われております。これにより代表取締役をはじ
めとした経営陣が、適時に事業状況を把握し、今後の事業展開について迅速な検討・議論が実現されております。また、社外取締役が適宜オブ
ザーバーとして参加しており、業務執行の充実をはかっております。

【指名・報酬委員会】

　当社では、取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性、透明性、独立性ならびに説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るこ
とを目的として、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は取締役３名以上で、その過半数は社外取
締役にて構成されることとなっております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は2022年12月22日開催の第13回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことによ
り、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員に取締役会における議決権を付与することでその管理・監督
機能を強化し、当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実と企業価値の向上が期待できる体制であると考えております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、法定期日前に招集通知
を発送しております。　また、招集通知の発送日前に当社ホームページにおいて招集通知
を開示しております。

なお、2025年12月25日開催の株主総会の招集通知を12月３日に当社ホームページにて
開示し、12月10日に発送しております。

集中日を回避した株主総会の設定
当社は９月決算であるため、集中日とは異なる日に定時株主総会が設定されておりま
す。

電磁的方法による議決権の行使
第１２回定時株主総会より、パソコンやスマートフォンから議決権行使サイトにアクセスす

ることで、インターネットによる議決権行使か可能となっております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
「ディスクロージャーポリシー」を作成し、当社ホームページの「ポリシー等一
覧」にて公表しております。

https://www.altplus.co.jp/policies/disclosure-policy

個人投資家向けに定期的説明会を開催 原則年１回以上株主向けに決算説明会を開催することとしております。 あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページ内にIRページを設け、決算短信、有価証券報告書及び四半
期報告書、各種説明資料、その他適時開示資料を掲載しております。

https://www.altplus.co.jp/ir

IRに関する部署（担当者）の設置
IR担当部署：経営企画室

問い合わせ先責任者：経営企画室長

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明



ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、当社グループの財政状態、経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リス
クやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとと
もに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組んでまいります。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のように業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム整
備の基本方針を定めております。

ａ．当社並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（コーポレート・ガバナンス）

　(ア)取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程にしたがい、担当職務を執行する。

　(イ)監査等委員は、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等基準」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査等する。

　(ウ)取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「取締役会規則」その他の社内規程等にしたがい、重要事項を決定すると
ともに、当社及び子会社の取締役の職務の執行を監督する。

（コンプライアンス）

　(ア)当社並びに子会社の取締役及び従業員の法令等遵守意識の定着と運用の徹底を図るため、社内研修等必要な諸活動を推進し、管理す
る。

　(イ)当社及び子会社の各部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス・リスクを認識し、主管部署とともに法令等遵守体制の整備及び推進に
努める。

　(ウ)当社及び子会社の取締役及び従業員は、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会的勢力に対
しては毅然とした態度で組織的に対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備する。

　(エ)反社会的勢力に対しては、通達等において主管部署及び情報収集、管理、報告方法等を定めるほか、外部専門機関との連携による情報収
集や社内研修の実施を通して、事案の発生時に速やかに対処できる体制を構築する。

（財務報告の適正性確保のための体制の整備）

　(ア)金融商品取引法及び関係法令等が定める評価・監査の基準ならびに実施基準に沿った適正な会計処理を確保し、当社及び子会社の財務
報告の信頼性を向上させるために、代表取締役の指示の下、当社及び子会社の内部統制の整備及び運用の体制を構築する。

　(イ)取締役及び監査等委員は、当社及び子会社の財務報告とその内部統制に関し、適切に監督監視する責任を理解し、実行する。

　(ウ)商取引管理及び経理に関する社内規程を整備し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。

　(エ)財務報告に係る内部統制上重点的な対応が必要となる業務を、リスク評価を実施の上、文書化し、その運用を監査する。

（内部監査）

　代表取締役直轄の経営企画室が、「内部監査規程」に基づき、当社及び子会社の業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務
執行の手続き及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施する。

ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（情報管理体制の整備）

　(ア)「機密管理規程」に基づき、機密の管理ならびに保全に努め、企業機密漏洩の防止及び企業機密の適正な活用を図る。

　(イ)取締役会の記録及びその他稟議書等、取締役の職務執行に係る重要な情報を、法令及び社内規程等の定めるところにより保存し、管理す
る。

　(ウ)前各号に定める以外の情報を、法令並びに「情報セキュリティ方針」及び個人情報の管理に関する諸規程その他の社内規程等の定めるとこ
ろにより保存し、管理する。

（教育体制の整備）

　情報セキュリティの重要性を認識し、高い意識を保持できるよう、必要な教育、研修を社内において実施する。

ｃ．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（管理部署）

　経営企画室は、当社及び子会社のリスクを認識し検討するとともに、想定されるリスク全般を管理し、取締役会に報告する。

（対応体制の整備）

　(ア)取締役は、当社及び子会社において認識され又は外部からの情報により得られた事業運営上の重要なリスク並びに内部統制に係る重要な
欠陥等の情報に関しては、取締役会等を通じ、監査等委員及びその他の関係者に対し、適切に伝達・共有するとともに、対応方針を取締役会に
おいて決定し、当社及び子会社の各部門の責任者にこれを実行させることで、当該リスクに起因する被害の発生を未然に防止又は抑制する。

　(イ)重大な被害が発生し、又は発生する恐れが生じた場合は、代表取締役を本部長をとする対策本部を設け、当該事態の早期収拾に努めるとと
もに、原因究明のうえ、同種の被害等の再発を防止する。

ｄ．当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

（職務権限・責任及び分掌の明確化）

　(ア)決裁項目ごとの決裁方法、決裁機関又は決裁者を定めた「職務権限規程」を制定する。

　(イ)職務の執行が効率的に行われるように、前項の「職務権限規程」と共に「業務分掌規程」を定め職務執行を明確にする。

（意思決定の迅速化）

　取締役会は、定例だけでなく、必要に応じて開催することにより、重要事項の意思決定及び職務執行の監督を迅速かつ機動的に行う。

（報告体制の整備）

　(ア)取締役は、取締役会等を通じ、取締役に対し積極的に課題等の共有及び報告を行う。

　(イ)事業計画を定め、達成すべき目標を明確にし、定期的（月次、四半期、半期、年間）に進捗を確認し、必要な対策や見直しを行う。



（子会社の取締役の職務権限等の整備）

　子会社の取締役の職務権限及び担当職務等については、子会社各社において「職務権限規程」等の規程を制定し、職務執行を明確にする。

ｅ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制並びに当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を
確保するための体制

　(ア)子会社の業務執行について、「関係会社管理規程」に基づき、取締役会等において定期的な報告を受け適切な経営管理を行うとともに、必
要に応じて指導・支援・モニタリングを行う。

　(イ)子会社の業務執行の有効性と効率性、財務報告の信頼性の確保及び関係法令等の遵守の為、当社及び子会社の内部統制の充実を図ると
ともに、定期的に評価を行い、維持及び改善等を行う。

ｆ．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びに当該使用人の取締役（監査等
委員である取締役を除く）からの独立性及び当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性に関する事項

　(ア)監査等委員会は、取締役会に対して、監査等委員会の業務補助を行う使用人を置くことを要求することができるものとし、その人事について
は、取締役と監査等委員が協議し合意のうえ決定する。

　(イ)監査等委員会は、当該使用人に対して、監査等業務に必要な指示をすることができるものとし、当該指示に関する限りにおいては、当該使用
人は、取締役（監査等委員である取締役を除く）の指揮命令を受けないものとする。

ｇ．当社並びに子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制

　(ア)監査等委員は、取締役会、その他の重要な会議に出席し、また、重要な決裁書類及び関係資料を閲覧する。代表取締役及び業務執行を担
当する取締役は、取締役会等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況を報告する。

　(イ)また、当社並びに子会社の取締役及び従業員は、重大な法令又は定款違反及び不正な行為ならびに当社に著しい損害を及ぼす恐れのあ
る事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員に報告する。また、監査等委員はいつでも必要に応じて当社並びに子会社の取締役及び従業員に対
し報告を求めることができる。

　(ウ)当社並びに子会社の従業員は、監査等委員に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を直接報告することができる。

　(エ)監査等委員に報告を行った当社並びに子会社の取締役及び従業員は、当該報告したことを理由として不利な取り扱いを受けることはない。

ｈ．監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係
る方針に関する事項

　監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしてきたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でな
いと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

ｉ．その他監査等委員の監査等が実効的に行われることを確保するための体制

　(ア)監査等委員は、内部監査部門と緊密な連係を保つとともに、必要に応じて内部監査部門に調査を求める。また、監査等委員は会計監査人と
定期的に会合を持って意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。

　(イ)監査等委員は、監査等の実施にあたり必要と認めるときは、当社の顧問弁護士とは別の弁護士その他の外部専門家を自らの判断で起用す
ることができる。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループは、反社会的勢力に対し、取引関係その他一切の関係を持たず、不当な要求等に応じたりすることがないよう毅然とした態度で組織
的に対応することを基本方針としております。反社会勢力から不当要求を受けた際には、必要な助言・協力をえることができるよう関係機関並びに
顧問弁護士等と緊密に連携を図ってまいります。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【適時開示体制の概要】　

　当社におきましては、経営企画室長を情報取扱責任者としております。

　当社内にて重要情報があった場合には、決算情報であれば財務・経理部を通じて経営企画室へ、その他であれば当事者となる各部門の責任者
から直接経営企画室に連絡され、子会社にて重要情報があった場合には、子会社の代表者又は当該子会社を担当する当社執行役員から決算
情報であれば財務・経理部を通じて経営企画室へ、その他であれば経営企画室に直接連絡され、経営企画室にて当事者となる各部門と連携のう
え当該重要情報に関する開示チェックリストを作成し、各部門での確認を経て、情報取扱責任者に提出されます。　

　情報取扱責任者は、当該重要情報が開示すべき情報であると判断した場合は速やかに社長に報告し承認を受け、必要に応じて取締役会に上
程し承認を受けることとしております。

　開示をすることが決定された場合は、情報取扱責任者は経営企画室に指示をして速やかに所定の開示手続きをとります。また、決定事実につき
ましては、取締役会で決定され次第速やかにその内容を開示いたします。決算情報につきましても、取締役会の審議・承認後に速やかに開示い
たします。




